
青梅労働基準監督署 

 

建築物の石綿等の使用の有無の事前調査について 
 
 建築物の石綿等の使用の有無の事前調査については、石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省

令第 21 号。以下「石綿則」という。）において事業者にその実施を義務づけるとともに、当該事

前調査が的確に行われるよう、厚生労働省の「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」や「石綿則

に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル」等を参考に適切に実施してください。 
 また、事前調査の関連では、以下のマニュアル等も参考としてください。 
 
 ア 石綿（アスベスト）含有建材データベース（国土交通省、経済産業省） 
   http://www.asbestos-database.jp/ 
 イ 目で見るアスベスト建材（第２版）（国土交通省） 
   http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3_.html 
 ウ 建築物石綿含有建材調査マニュアル（平成 26 年 11 月、国土交通省） 
  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000053.html 
   ※ 地方公共団体職員向けに作成されたもの。参考資料として、石綿に関連する建築規制、

石綿が多用されている箇所、見落としやすい石綿建材などの事例を掲載。 
 
「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」や「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル」は 
以下の厚生労働省の Web ページよりダウンロードできます。 
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工
事
中

○建設リサイクル法：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
○石綿則　　　　　：石綿障害予防規則
○大防法　　　　　：大気汚染防止法

○フロン法　：フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
○安衛則　　：労働安全衛生規則

各法令の
正式名称

〈2.屋根ふき材の取り外し〉

下請業者

適切な技術
管理者の配置

※建設業許可業者の場合は「建設業の許可票」を掲示

〈1.内装解体〉

〈4.基礎の取り壊し〉

建物の解体工事に必要な主な手続き

□分別解体等の実施

建 設 リ サ イ ク ル 法

工
事
着
手
前

〈3.外装材、上部 
  構造部分の取り壊し〉

〈工事現場における商号、名称などに
  関する標識の掲示〉

作成：国土交通省　土地・建設産業局／環境省　水・大気環境局、環境再生・資源循環局、地球環境局／厚生労働省　労働基準局／経済産業省　製造産業局

□元請業者による再資源化等の
　完了に関する記録の作成

□元請業者から発注者への再資源化等の
　完了に関する書面による報告

工
事
完
了
後

発注者

建設リサイクル法

フロン法

大防法

建築基準法

安衛則・石綿則
労働基準
監督署

環境部局

建設部局

元請業者

〈パッケージエアコン〉

〈アスベスト（石綿）〉

危険物

平成　年　月　日（表示日）

施工事業者名：

連絡先：

現場責任者氏名：

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

元
請
業
者
か
ら

発
注
者
へ
の
説
明

下
請
業
者
へ
の

告
知

フ
ロ
ン
製
品

（
第
一
種
特
定
製
品
）

の
有
無
の
説
明

ア
ス
ベ
ス
ト（
石
綿
）

含
有
建
材
の

有
無
の
説
明

   工事の届出
 （着手の7日前まで）

アスベスト（石綿）
工事の計画書 
（開始14日前まで等）

特定粉じん排出等
　　 作業実施届（開始14日前まで）
　　　　  

　建物除却届

特定元方事業者
　　事業開始報告

作業基準（作業場の隔離、集じん・排気装置の設置等）の遵守《大防法、石綿則》

□特定建設資材廃棄物の再資源化の実施

原則、手壊し

原則、手壊し

家具・家電などの残置物は、工事着手前に所有者が廃棄物処理
法、家電リサイクル法等に基づき、適正に処理してください。

アスベスト（石綿）
含有建材が
あった場合

フロン

石綿作業主任者の常駐（石綿作業中）《石綿則》

アスファルト・コンクリート塊

コンクリート塊

コンクリート及び鉄から成る資材

建設発生木材

解体工
事業者

登録票

商号.名
称又は

氏名

技術管
理者の

氏名

法人で
ある場

合の

代表者
の氏名

登 録 番 号

登 録 年 月 日

作業内容などの掲示
《大防法、厚労省通知》

石綿あり／なしなどの掲示
《大防法、石綿則》

◎注意！

分別して管理・搬送◎注意！

（廃棄物処理業許可がない解体業者が処理した場合、違法行為により罰せられることがあります）

レベル１～２現場のイメージ レベル３現場のイメージ

〔各法令に違反した場合、罰せられることがあります。〕

解体工事業者登録票
商号.名称又は氏名

技術管理者の氏名

法人である場合の
代表者の氏名

登 録 番 号

登 録 年 月 日
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各手続きの詳細について
○建設リサイクル法

問い合わせ先：各都道府県（建設リサイクル担当）

概要HPアドレス
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html

検索国土交通省　建設リサイクル法

○労働安全衛生法（石綿則、安衛則）

問い合わせ先：各労働基準監督署（安全衛生担当）

概要HPアドレス「パンフレット等｜厚生労働省」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000028652.html

○大気汚染防止法

問い合わせ先：各都道府県（環境部）

概要HPアドレス（石綿パンフレット等）
http://www.env.go.jp/air/asbestos/index6.html

検索環境省  アスベスト  解体工事

○フロン排出抑制法

問い合わせ先：各都道府県（フロン排出抑制担当）

概要HPアドレス
http://www.env.go.jp/earth/furon/

検索フロン排出抑制法ポータルサイト

検索厚生労働省  石綿  パンフレット

概要HPアドレス「安全衛生関係リーフレット等一覧｜厚生労働省」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/gyousei/anzen/index.html

検索安全衛生 リーフレット

概要HPアドレス「安全衛生関係主要様式｜厚生労働省」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html

検索安全衛生 様式
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・ 

職場における 
受動喫煙防止対策 
平成30年７月に健康増進法の一部を改正す
る法律が成立し、令和２年４月１日より全面施
行されます。 
本法律により、望まない受動喫煙を防止する
ための取組は、マナーからルールへと変わり
ます。 
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職場における腰痛予防対策 -中央労働災害防止協会 -

高年齢労働者の安全衛生対策について
～令和２年度エイジフレンドリー補助金について・エイジアクション100等～

はしごや脚立からの墜落転落災害をなくしましょう
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リスクアセスメントの実施支援システム（建設）

リスクアセスメントの実施支援システム

リスクアセスメントを実施するための規程（例）
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(コスモス(COHSMS))の概要 
建設業労働安全衛生マネジメントシステム 43 

改訂 COHSMSガイドライン 目次(平成30年4月から有効) 

コスモスガイドラインは、厚生労働大臣が公表した「労働安全衛生マネジメントシステム
に関する指針」に基づき、建設業の固有の特性を踏まえ、必要な安全衛生管理の仕組
みを示したものであり、建設事業を行う事業者が、自らの意志において、自主的に取り組
むものです。 

 3.定義 

44 

3.1 建設業労働安全衛生マネジ
メントシステム 

3.2 建設事業場 
3.3 建設事業者 
3.4 店社 
3.5 作業所 
3.6 建設工事従事者 
3.7 その他関係者 
3.8 公衆災害 
3.9 システム監査 

4.適用 

5.システムを確立するために
必要な基本的事項 

5.1 店社において必要な基本的
事項 

5.1.1 安全衛生方針の表明 
5.1.2 労働者の意見の反映 
5.1.3 システム体制の整備 
5.1.4 システム教育の実施 
5.1.5 関係請負人の安全衛生管
理能力等の評価 

5.1.6 明文化 
5.1.7 記録 

5.1.8 危険性又は有害性等の調
査及び実施事項の決定 

5.1.9 心身の健康の保持増進及

び快適な職場環境形成への取
組 

5.1.10 安全衛生目標の設定 
5.1.11 安全衛生計画の作成 
5.1.12 安全衛生計画の実施等 
5.1.13 緊急事態への対応 
5.1.14 日常的な点検、改善等 
5.1.15 労働災害発生原因の調
査等 

5.1.16 システム監査 
5.1.17 システムの見直し 
5.2 作業所において必要な基本
的事項 

5.2.1 工事安全衛生方針の表明 
5.2.2 建設工事従事者及び施工

する工事に関係する店社の労
働者の意見の反映 

5.2.3 システム体制の周知 
5.2.4 関係請負人の安全衛生管
理能力等の評価 

5.2.5 明文化 
5.2.6 記録 
5.2.7 危険性又は有害性等の調
査及び実施事項の決定 

5.2.8 心身の健康の保持増進及

び快適な職場環境形成への取
組 

5.2.9 工事安全衛生目標の設定 
5.2.10 工事安全衛生計画の作
成 

5.2.11 工事安全衛生計画の実
施等 

5.2.12 緊急事態への対応 
5.2.13 日常的な点検、改善等 
5.2.14 労働災害発生原因の調
査等 

建設業労働災害防止
協会 建設業労働安
全衛生マネジメント
システムトータル
サービスセンター 
(通称：コスモスセンター) 

〒108-0014 
東京都港区芝5-35-2 
安全衛生総合会館7階 
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建設工事にかかる各種
災害防止対策等ガイドライン等について

 ずい道工事関係

 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策

に係るガイドライン」の策定について

（平成28年12月26日基安安発1226第１号、平成30年１
月18日基発0118第１号により改正）

 「シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドライン」の

策定について （平成29年3月21日基発0321第４号）

 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラ

イン （平成12年12月26日基発第768号の２）

 掘削工事関係

 「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドラ

イン」の策定について

（平成27年６月29日基安安発0629第１号）

 斜面の点検者に対する安全教育実施要領の策定につい

て （平成27年６月29日基安安発0629第４号）

 土止め先行工法に関するガイドラインの策定について

（平成15年12月17日基発第1217001号）

 橋梁工事関係

 橋梁建設工事における労働災害防止対策の徹底につい

て （平成4年2月26日基発第71号）

●建設業における総合的労働災害防止対策の推進について

- 77 -



別
添

2
ー

１

確
認

１
 感

染
予

防
の

た
め

の
体

制

・
事

業
場

の
ト

ッ
プ

が
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
拡

大
防

止
に

積
極

的
に

取
り

組
む

こ
と

を
表

明
し

、
労

働
者

に
対

し
て

感
染

予
防

を
推

進
す

る
こ

と
の

重
要

性
を

伝
え

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
事

業
場

の
感

染
症

予
防

の
責

任
者

及
び

担
当

者
を

任
命

し
て

い
る

。
（
衛

生
管

理
者

、
衛

生
推

進
者

な
ど

）
は

い
・
い

い
え

・
会

社
の

取
組

や
ル

ー
ル

に
つ

い
て

、
労

働
者

全
員

に
周

知
を

行
っ

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
労

働
者

が
感

染
予

防
の

行
動

を
取

る
よ

う
に

指
導

す
る

こ
と

を
、

管
理

監
督

者
に

教
育

し
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
安

全
衛

生
委

員
会

、
衛

生
委

員
会

等
の

労
使

が
集

ま
る

場
に

お
い

て
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
拡

大
防

止
を

テ
ー

マ
と

し
て

取
り

上
げ

、
事

業
場

の
実

態
を

踏
ま

え
た

、
実

現
可

能
な

対
策

を
議

論
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
職

場
以

外
で

も
労

働
者

が
感

染
予

防
の

行
動

を
取

る
よ

う
「
新

し
い

生
活

様
式

」
の

実
践

例
に

つ
い

て
、

　
労

働
者

全
員

に
周

知
を

行
っ

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

接
触

確
認

ア
プ

リ
（
C

O
C

O
A

）
を

周
知

し
、

イ
ン

ス
ト

ー
ル

を
労

働
者

に
勧

奨
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

２
　

感
染

防
止

の
た

め
の

基
本

的
な

対
策

（
１

）
感

染
防

止
の

た
め

の
３

つ
の

基
本

：
①

身
体

的
距

離
の

確
保

、
②

マ
ス

ク
の

着
用

、
③

手
洗

い

・
人

と
の

間
隔

は
、

で
き

る
だ

け
２

ｍ
（
最

低
１

ｍ
）
空

け
る

こ
と

を
求

め
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
会

話
を

す
る

際
は

、
可

能
な

限
り

真
正

面
を

避
け

る
こ

と
を

求
め

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
外

出
時

、
屋

内
に

い
る

と
き

や
会

話
を

す
る

と
き

に
、

症
状

が
な

く
て

も
マ

ス
ク

の
着

用
を

求
め

て
い

る
。

※
熱

中
症

の
リ

ス
ク

が
あ

る
場

合
に

は
、

６
に

つ
い

て
も

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
は

い
・
い

い
え

・
手

洗
い

は
3
0
秒

程
度

か
け

て
水

と
石

け
ん

で
丁

寧
に

洗
う

こ
と

を
求

め
て

い
る

（
手

指
消

毒
薬

の
使

用
も

可
）
。

は
い

・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

（
２

）
三

つ
の

密
の

回
避

等
の

徹
底

・
三

つ
の

密
（
密

集
、

密
接

、
密

閉
）
を

回
避

す
る

行
動

に
つ

い
て

全
員

に
周

知
し

、
職

場
以

外
も

含
め

て
回

避
の

徹
底

を
求

め
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
普

段
か

ら
マ

ス
ク

着
用

や
咳

エ
チ

ケ
ッ

ト
（
咳

や
発

声
の

際
に

は
袖

や
ハ

ン
カ

チ
等

で
口

を
覆

う
）
を

全
員

に
周

知
し

、
職

場
以

外
も

含
め

て
徹

底
を

求
め

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
こ

ま
め

な
換

気
に

つ
い

て
全

員
に

周
知

し
、

徹
底

を
求

め
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

（
３

）
日

常
的

な
健

康
状

態
の

確
認

・
出

勤
前

に
体

温
を

確
認

す
る

よ
う

全
員

に
周

知
し

、
徹

底
を

求
め

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
出

社
時

等
に

、
全

員
の

日
々

の
体

調
（
発

熱
や

だ
る

さ
を

含
む

風
邪

症
状

の
有

無
、

味
覚

や
嗅

覚
の

異
常

の
有

無
等

）
を

確
認

し
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
体

調
不

良
時

に
は

正
直

に
申

告
し

や
す

い
雰

囲
気

を
醸

成
し

、
体

調
不

良
の

訴
え

が
あ

れ
ば

勤
務

さ
せ

な
い

こ
と

、
正

直
に

申
告

し
休

む
こ

と
で

不
利

益
な

扱
い

に
し

な
い

こ
と

を
、

職
場

で
確

認
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

項
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

目

職
場

に
お

け
る

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
拡

大
を

防
止

す
る

た
め

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

１
こ

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

は
、

職
場

に
お

け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
基
本
的
な

対
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
確
認

い
た

だ
く

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
ま

す
。

２
項

目
の

中
に

は
、

業
種

、
業

態
、

職
種

等
に

よ
っ

て
は

対
応

で
き

な
い

も
の

が
あ

る
か

も
し

れ
ま

せ
ん

。
で

す
の

で
、

す
べ

て
の

項
目

が
「

は
い

」
に

な
ら

な
い

か
ら

と
い

っ
て

、
対

策
が

不
十

分
と

い
う

こ
と

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。
職
場
の

実
態
を
確
認
し
、
全
員
（
事
業
者
と
労
働
者
）
が
す
ぐ
に
で
き
る
こ
と
を
確
実
に
実
施

い
た

だ
く

こ
と

が
大

切
で

す
。

３
確

認
し

た
結

果
は

、
衛
生
委
員
会
等
に
報
告

し
、

対
策

が
不

十
分

な
点

が
あ

れ
ば

調
査

審
議

い
た

だ
き

、
改

善
に

繋
げ

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
そ

の
結
果
に
つ
い
て

全
て

の
労
働
者
が
確
認
で
き
る
よ
う
に

し
て

く
だ

さ
い

。
衛

生
委

員
会

等
が

設
置

さ
れ

て
い

な
い

事
業

場
に

お
い

て
は

、
事

業
者

に
よ

る
自

主
点

検
用

に
用

い
て

下
さ

い
。

安
全

衛
生

委
員

会
／

衛
生

委
員

会
資

料
：

令
和

２
年

月

1 
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 ペ
ー

ジ

確
認

項
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

目

（
４

）
一

般
的

な
健

康
確

保
措

置

・
長

時
間

の
時

間
外

労
働

を
避

け
る

な
ど

、
疲

労
が

蓄
積

し
な

い
よ

う
に

配
慮

し
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
十

分
な

栄
養

摂
取

と
睡

眠
の

確
保

に
つ

い
て

全
員

に
周

知
し

、
意

識
す

る
よ

う
求

め
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

（
５

）
「
新

し
い

生
活

様
式

」
の

実
践

例
で

示
さ

れ
た

「
働

き
方

の
新

し
い

ス
タ

イ
ル

」
の

取
組

状
況

に
つ

い
て

・
「
テ

レ
ワ

ー
ク

や
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

勤
務

」
を

取
り

入
れ

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
「
時

差
通

勤
で

ゆ
っ

た
り

と
」
を

取
り

入
れ

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
オ

フ
ィ

ス
の

人
口

密
度

を
減

ら
し

た
「
オ

フ
ィ

ス
は

ひ
ろ

び
ろ

と
」
を

取
り

入
れ

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
「
会

議
は

オ
ン

ラ
イ

ン
」
を

取
り

入
れ

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
「
名

刺
交

換
は

オ
ン

ラ
イ

ン
」
を

取
り

入
れ

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
「
対

面
で

の
打

合
せ

は
換

気
と

マ
ス

ク
」
を

取
り

入
れ

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

（
６

）
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

対
す

る
情

報
の

収
集

・
国

、
地

方
自

治
体

や
一

般
社

団
法

人
日

本
渡

航
医

学
会

や
公

益
社

団
法

人
日

本
産

業
衛

生
学

会
等

の
公

益
性

の
高

い
学

術
学

会
等

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

を
通

じ
て

最
新

の
情

報
を

収
集

し
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

３
　

感
染

防
止

の
た

め
の

具
体

的
な

対
策

（
１

）
基

本
的

な
対

策

・
①

換
気

の
悪

い
密

閉
空

間
、

②
多

く
の

人
が

密
集

、
③

近
距

離
で

の
会

話
や

発
声

の
「
３

つ
の

密
」
を

同
時

に
満

た
す

行
事

等
を

行
わ

な
い

よ
う

に
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
上

記
「
３

つ
の

密
」
が

重
な

ら
な

く
て

も
、

リ
ス

ク
を

低
減

さ
せ

る
た

め
、

出
来

る
限

り
「
ゼ

ロ
密

」
を

目
指

し
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

（
２

）
換

気
の

悪
い

密
閉

空
間

の
改

善

・
職

場
の

建
物

が
機

械
換

気
（
空

気
調

和
設

備
、

機
械

換
気

設
備

）
の

場
合

、
建

築
物

衛
生

法
令

の
空

気
環

境
の

基
準

が
満

た
さ

れ
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
職

場
の

建
物

の
窓

が
開

く
場

合
、

1
時

間
に

２
回

程
度

、
窓

を
全

開
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
電

車
等

の
公

共
交

通
機

関
の

利
用

に
際

し
、

窓
開

け
に

協
力

す
る

よ
う

全
員

に
周

知
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

（
３

）
多

く
の

人
が

密
集

す
る

場
所

の
改

善

・
業

態
に

応
じ

て
可

能
な

範
囲

で
出

勤
を

抑
制

す
る

よ
う

に
努

め
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
電

車
や

バ
ス

等
で

の
他

人
と

の
密

着
を

防
ぐ

た
め

、
時

差
通

勤
、

自
転

車
通

勤
、

自
家

用
車

通
勤

な
ど

の
活

用
を

図
っ

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
テ

レ
ビ

会
議

や
W

e
b会

議
の

活
用

等
に

よ
り

、
人

が
集

ま
る

形
で

の
会

議
等

を
な

る
べ

く
避

け
る

よ
う

に
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
対

面
で

の
会

議
や

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

等
を

行
う

場
合

は
、

マ
ス

ク
の

着
用

を
原

則
と

し
、

人
と

人
の

間
隔

を
で

き
る

だ
け

２
ｍ

（
最

低
１

ｍ
）
空

け
、

可
能

な
限

り
真

正
面

を
避

け
る

よ
う

に
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
接

客
業

等
に

お
い

て
、

人
と

人
が

近
距

離
で

対
面

す
る

こ
と

が
避

け
ら

れ
な

い
場

所
は

、
労

働
者

に
マ

ス
ク

を
着

用
さ

せ
、

人
と

人
の

間
に

ア
ク

リ
ル

板
、

不
燃

性
透

明
ビ

ニ
ー

ル
カ

ー
テ

ン
な

ど
で

遮
蔽

す
る

よ
う

に
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
職

場
外

（
バ

ス
の

移
動

等
）
で

も
マ

ス
ク

の
着

用
や

、
換

気
、

人
と

の
間

隔
を

取
る

等
、

三
つ

の
密

を
回

避
す

る
よ

う
努

め
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

（
４

）
接

触
感

染
の

防
止

に
つ

い
て

・
物

品
・
機

器
等

（
例

：
電

話
、

パ
ソ

コ
ン

、
デ

ス
ク

等
）
や

治
具

・
工

具
な

ど
に

つ
い

て
は

、
複

数
人

で
の

共
用

を
で

き
る

限
り

回
避

し
て

い
る

。
ど

う
し

て
も

共
用

す
る

場
合

に
は

使
用

前
後

で
の

手
洗

い
や

手
指

消
毒

を
徹

底
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
事

業
所

内
で

労
働

者
が

触
れ

る
こ

と
が

あ
る

物
品

、
機

器
、

治
具

・
工

具
等

に
つ

い
て

、
こ

ま
め

に
消

毒
を

実
施

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
人

が
い

る
環

境
に

、
消

毒
や

除
菌

効
果

を
謳

う
商

品
を

空
間

噴
霧

し
て

使
用

す
る

こ
と

は
、

眼
、

皮
膚

へ
の

付
着

や
吸

入
に

よ
る

健
康

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
か

ら
推

奨
さ

れ
て

い
ま

せ
ん

。

は
い

・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

2 
/ 4

 ペ
ー

ジ

- 78 -



確
認

項
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

目

（
５

）
近

距
離

で
の

会
話

や
発

声
の

抑
制

・
職

場
で

は
、

同
僚

を
含

む
他

人
と

会
話

す
る

際
に

は
、

大
き

な
声

を
出

さ
ず

に
距

離
を

な
る

べ
く
保

持
す

る
よ

う
に

し
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
外

来
者

、
顧

客
、

取
引

先
と

の
対

面
で

の
接

触
や

会
話

を
な

る
べ

く
避

け
る

よ
う

に
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
ど

う
し

て
も

1
ｍ

以
内

で
会

話
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

は
、

1
5
分

以
内

に
留

め
る

よ
う

に
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
粉

じ
ん

や
化

学
物

質
な

ど
、

呼
吸

用
保

護
マ

ス
ク

を
装

着
す

る
必

要
が

あ
る

作
業

で
は

、
声

で
合

図
連

絡
す

る
場

合
に

は
マ

ス
ク

を
外

さ
な

い
よ

う
に

周
知

し
て

い
る

。
拡

声
器

使
用

や
伝

声
板

付
き

の
マ

ス
ク

採
用

が
望

ま
し

い
。

は
い

・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

（
６

）
共

用
ト

イ
レ

の
清

掃
等

に
つ

い
て

・
不

特
定

多
数

が
接

触
す

る
場

所
は

、
清

拭
消

毒
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
ト

イ
レ

の
床

や
壁

は
次

亜
塩

素
酸

ナ
ト

リ
ウ

ム
0
.1

％
水

溶
液

で
手

袋
を

用
い

て
清

拭
消

毒
す

る
。

は
い

・
い

い
え

・
ト

イ
レ

の
蓋

を
閉

め
て

汚
物

を
流

す
よ

う
に

表
示

し
て

い
る

。
（
便

器
内

は
通

常
の

清
掃

で
よ

い
）

は
い

・
い

い
え

・
ペ

ー
パ

ー
タ

オ
ル

を
設

置
す

る
か

、
個

人
ご

と
に

タ
オ

ル
を

準
備

す
る

。
は

い
・
い

い
え

・
ハ

ン
ド

ド
ラ

イ
ヤ

ー
は

止
め

、
共

通
の

タ
オ

ル
を

禁
止

し
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

（
７

）
休

憩
ス

ペ
ー

ス
等

の
利

用
に

つ
い

て

・
一

度
に

休
憩

す
る

人
数

を
減

ら
し

、
対

面
で

食
事

や
会

話
を

控
え

る
よ

う
に

し
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
休

憩
ス

ペ
ー

ス
は

常
時

換
気

す
る

こ
と

に
努

め
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
休

憩
ス

ペ
ー

ス
の

共
有

す
る

物
品

（
テ

ー
ブ

ル
、

い
す

、
自

販
機

ボ
タ

ン
等

）
は

、
定

期
的

に
消

毒
を

し
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
休

憩
ス

ペ
ー

ス
へ

の
入

退
室

の
前

後
に

手
洗

い
又

は
手

指
の

消
毒

を
さ

せ
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
社

員
食

堂
で

の
感

染
防

止
の

た
め

、
座

席
数

を
減

ら
す

、
座

る
位

置
を

制
限

し
て

い
る

、
マ

ス
ク

を
外

し
た

ま
ま

の
談

笑
を

控
え

る
よ

う
注

意
喚

起
し

て
い

る
、

昼
休

み
等

の
休

憩
時

間
に

幅
を

持
た

せ
て

い
る

、
な

ど
の

工
夫

を
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
社

員
食

堂
で

は
感

染
防

止
の

た
め

、
ト

ン
グ

や
ポ

ッ
ト

な
ど

の
共

用
を

避
け

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
喫

煙
所

で
は

同
時

に
利

用
す

る
人

数
に

制
限

を
設

け
、

手
指

消
毒

後
に

十
分

乾
い

て
か

ら
喫

煙
す

る
よ

う
指

導
し

、
会

話
を

せ
ず

喫
煙

後
は

速
や

か
に

立
ち

退
く
こ

と
を

、
利

用
者

に
周

知
し

、
徹

底
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
そ

の
他

の
共

有
の

施
設

に
つ

い
て

、
密

閉
、

密
集

、
密

接
と

な
ら

な
い

よ
う

利
用

方
法

に
つ

い
て

検
討

し
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

（
８

）
ゴ

ミ
の

廃
棄

に
つ

い
て

・
鼻

水
、

唾
液

な
ど

が
付

い
た

ゴ
ミ

（
飲

用
後

の
紙

コ
ッ

プ
、

ビ
ン

、
缶

、
ペ

ッ
ト

ボ
ト

ル
な

ど
を

含
む

）
は

、
ビ

ニ
ー

ル
袋

に
入

れ
て

密
閉

し
て

縛
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
ゴ

ミ
を

回
収

す
る

人
は

、
マ

ス
ク

、
手

袋
、

保
護

メ
ガ

ネ
を

着
用

す
る

こ
と

と
し

、
作

業
後

は
必

ず
石

け
ん

と
流

水
で

手
洗

い
を

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

４
　

配
慮

が
必

要
な

労
働

者
へ

の
対

応
等

・
風

邪
症

状
等

が
出

た
場

合
は

、
「
出

勤
し

な
い

・
さ

せ
な

い
」
の

徹
底

を
全

員
に

求
め

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
社

内
で

の
健

康
相

談
窓

口
の

周
知

と
と

も
に

、
「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

つ
い

て
の

相
談

の
目

安
」
や

最
寄

り
の

「
帰

国
者

・
接

触
者

相
談

セ
ン

タ
ー

」
を

全
員

に
周

知
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
高

齢
者

や
基

礎
疾

患
（
糖

尿
病

、
心

不
全

、
慢

性
呼

吸
器

疾
患

、
高

血
圧

、
が

ん
な

ど
）
を

有
す

る
者

な
ど

の
重

症
化

リ
ス

ク
因

子
を

持
つ

労
働

者
及

び
妊

娠
し

て
い

る
労

働
者

に
対

し
て

は
、

本
人

の
申

出
及

び
産

業
医

等
の

意
見

を
踏

ま
え

、
感

染
予

防
の

た
め

の
就

業
上

の
配

慮
（
テ

レ
ワ

ー
ク

や
時

差
出

勤
等

）
を

行
っ

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
特

に
妊

娠
中

の
女

性
労

働
者

が
、

医
師

又
は

助
産

師
か

ら
の

指
導

内
容

に
つ

い
て

「
母

健
連

絡
カ

ー
ド

」
等

で
申

し
出

た
場

合
、

産
業

医
等

の
意

見
も

勘
案

の
上

、
作

業
の

制
限

ま
た

は
出

勤
の

制
限

（
在

宅
勤

務
又

は
休

業
を

い
う

。
）
の

措
置

を
行

っ
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
テ

レ
ワ

ー
ク

を
行

う
場

合
は

、
業

務
と

プ
ラ

イ
ベ

ー
ト

の
切

り
分

け
に

留
意

し
、

上
司

や
同

僚
と

の
コ

ミ
ニ

ュ
ケ

ー
シ

ョ
ン

方
法

を
検

討
し

、
在

宅
勤

務
の

特
性

も
理

解
し

た
う

え
で

、
運

動
不

足
や

睡
眠

リ
ズ

ム
の

乱
れ

や
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

の
問

題
が

顕
在

化
し

や
す

い
こ

と
を

念
頭

に
お

い
て

就
業

さ
せ

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え
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目

５
　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

陽
性

者
や

濃
厚

接
触

者
（
以

下
「
陽

性
者

等
」
）
が

出
た

場
合

等
の

対
応

（
1
）
陽

性
者

等
に

対
す

る
不

利
益

取
扱

い
、

差
別

禁
止

の
明

確
化

・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
陽

性
者

等
で

あ
る

と
判

明
し

て
も

、
解

雇
そ

の
他

の
不

利
益

な
取

扱
い

を
受

け
な

い
こ

と
及

び
差

別
的

な
取

扱
い

を
禁

止
す

る
こ

と
を

全
員

に
周

知
し

、
徹

底
を

求
め

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

（
２

）
陽

性
者

等
が

出
た

場
合

の
対

応

・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

に
陽

性
で

あ
る

と
判

明
し

た
場

合
は

、
速

や
か

に
事

業
場

に
電

話
、

メ
ー

ル
等

に
よ

り
連

絡
す

る
こ

と
を

全
員

に
周

知
し

、
徹

底
を

求
め

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

に
陽

性
で

あ
る

と
判

明
し

た
第

三
者

と
の

濃
厚

接
触

が
あ

り
、

保
健

所
か

ら
自

宅
待

機
等

の
措

置
を

要
請

さ
れ

た
場

合
は

、
速

や
か

に
事

業
場

に
電

話
、

メ
ー

ル
等

に
よ

り
連

絡
す

る
こ

と
を

全
員

に
周

知
し

、
徹

底
を

求
め

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

に
陽

性
で

あ
る

と
の

報
告

を
受

け
付

け
る

事
業

場
内

の
部

署
（
担

当
者

）
を

決
め

、
全

員
に

周
知

し
て

い
る

。
ま

た
、

こ
う

し
た

情
報

を
取

り
扱

う
部

署
（
担

当
者

）
の

取
り

扱
い

範
囲

と
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
保

護
の

ル
ー

ル
を

決
め

、
全

員
に

周
知

し
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

に
陽

性
で

あ
る

者
と

濃
厚

接
触

し
た

者
が

職
場

内
に

い
た

場
合

に
ど

の
よ

う
な

対
応

を
す

る
か

ル
ー

ル
化

し
、

全
員

に
周

知
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
職

場
の

消
毒

等
が

必
要

に
な

っ
た

場
合

の
対

応
に

つ
い

て
事

前
に

検
討

を
行

っ
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

（
３

）
そ

の
他

の
対

応

・
濃

厚
接

触
者

へ
の

対
応

等
、

必
要

な
相

談
を

受
け

付
け

て
く
れ

る
「
保

健
所

」
、

「
帰

国
者

・
接

触
者

相
談

セ
ン

タ
ー

」
等

を
確

認
し

て
あ

る
。

は
い

・
い

い
え

・
事

業
場

内
の

診
療

・
保

健
施

設
で

体
調

不
良

者
を

受
け

入
れ

る
場

合
は

、
事

業
場

内
で

の
感

染
拡

大
の

原
因

と
な

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
に

留
意

し
、

医
療

従
事

者
は

標
準

予
防

策
を

遵
守

し
、

適
切

な
感

染
予

防
体

制
（
受

診
者

の
マ

ス
ク

着
用

、
待

合
や

動
線

を
分

け
る

、
受

診
者

が
一

定
の

距
離

を
保

て
る

よ
う

配
慮

す
る

な
ど

）
を

実
行

し
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

は
い

・
い

い
え

６
　

熱
中

症
の

予
防

（
※

熱
中

症
の

リ
ス

ク
が

あ
る

場
合

に
確

認
し

て
く
だ

さ
い

。
）

・
身

体
か

ら
の

発
熱

を
極

力
抑

え
る

た
め

、
作

業
の

身
体

負
荷

を
減

ら
す

と
と

も
に

、
休

憩
を

多
く
と

る
こ

と
の

重
要

性
を

周
知

し
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

・
の

ど
の

渇
き

を
感

じ
な

く
て

も
、

労
働

者
に

水
分

・
塩

分
を

摂
取

す
る

よ
う

周
知

し
、

徹
底

を
求

め
て

い
る

。
※

マ
ス

ク
で

口
が

覆
わ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

の
ど

の
渇

き
を

感
じ

に
く
く
な

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
は

い
・
い

い
え

・
屋

外
で

人
と

十
分

な
距

離
（
少

な
く
と

も
２

ｍ
以

上
）
が

確
保

で
き

る
場

合
で

、
大

声
を

出
す

必
要

が
な

い
と

き
に

は
、

マ
ス

ク
を

は
ず

す
よ

う
周

知
し

て
い

る
。

は
い

・
い

い
え

・
事

務
室

等
に

お
け

る
換

気
機

能
の

な
い

冷
房

使
用

時
に

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
対

策
の

た
め

の
換

気
に

よ
り

室
内

温
度

が
高

く
な

り
が

ち
で

あ
る

た
め

、
エ

ア
コ

ン
の

温
度

設
定

を
下

げ
る

な
ど

の
調

整
を

し
て

い
る

。
は

い
・
い

い
え

R
2
.8

.7
版

※
 

ご
不

明
な

点
が

ご
ざ

い
ま

し
た

ら
、

お
近

く
の

労
働

局
又

は
労

働
基

準
監

督
署

の
安

全
衛

生
主

務
課

に
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。
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転倒・腰痛防止用視聴覚教材
転倒や腰痛は、第三次産業でも日常的に起こり得る災害です。働く皆様が日常的に転倒
や腰痛災害の防止を心がけられるよう、災害事例、防止対策をまとめております。職場
での安全衛生教育などにお役立てください。

外国人建設就労者向け安全衛生視聴覚教材【OSH videos for Foreign Workers】

中文（中国語）／Tiếng Việt（ベトナム語）／Bahasa Indonesia（イン

ドネシア語）／English（英語）
【事業主の方へ】

建設現場で働く外国人労働者（外国人建設就労者等）の安全衛生教育に活用できるよう、
作業ごとの安全衛生対策のポイント（47作品）や代表的な労働災害事例（35作品）を
動画により視聴いただけます。日本語版は安全衛生ビデオをご覧ください。

見てわかる外国人労働者向け視聴覚教材
（独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所作成、２０１９年４月公
開）

あらゆる国の方々に理解が進むよう非言語視聴覚教材となっています。この教材は、低
層住宅建築工事業の切傷災害、はさまれ巻き込まれ災害、墜落災害の防止を目的とする
ものです。

安全衛生ビデオ
安全衛生に関するビデオがご覧いただけます。（計１４６作品）

※「建設工事現場における作業ごとの安全衛生対策のポイントと代表的な労働災害事
例」を掲載[7月18日更新]

フルハーネス型墜落制止用器具PR動画
・日本語版（フルバージョン）

・英語版

・日本語版（ショートバージョン）

安全衛生関係リーフレット等一覧

労働災害のない職場づくりに向けた緊急対策

立川労働基準監督署
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